
令和６年７月１９日 

 

                             

        高山交通圏タクシー準特定地域協議会長 

 

 

 

第９回高山交通圏タクシー準特定地域協議会の開催について 

 

 

標記につきまして、高山交通圏タクシー準特定地域協議会設置要綱第８条３項の規定(会

長は協議会を開催するに当たり、原則として協議会開催日の４５日前までにその旨を公表す

るものとする。)に基づき、開催案内を公表します。 

なお、本協議会に構成員として参加を希望される方は、８月２日(金)までに、別紙参加申

込書をＦＡＸにて送付下さい。 

 

 

記 

 

１．日 時  令和６年９月３日（火） １３：３０～１５：３０ 

 

２．場 所  高山市民文化会館 ２階 会議室 

(高山市昭和町１丁目１８８－１) 

 

３．議事等（予定） 

（１）会長の変更について 

（２）高山交通圏タクシー準特定地域計画について 

（３）その他 

 

 

     

 

 

 

 

【問い合わせ先】高山交通圏タクシー準特定地域協議会 

事務局 岐阜県タクシー協会  ：黒田 

ＴＥＬ：０５８－２７９－３７２８ 

ＦＡＸ：０５８－２７９－３６７７ 



 

 

別紙 

 

 

「高山交通圏タクシー準特定地域協議会加入申込書」 

 

 

【送信先】 

構成員としての加入申込については、８月２日(金)までにＦＡＸで送付下さ

いますようお願いいたします。 

 

高山交通圏タクシー準特定地域協議会 

事務局 岐阜県タクシー協会 黒田 行き 

ＴＥＬ：０５８－２７９－３７２８ 

ＦＡＸ：０５８－２７９－３６７７ 

 

 

 

□ 高山交通圏タクシー準特定地域協議会への加入を申し出します。 

 

□ 高山交通圏タクシー準特定地域協議会への参加の有無 

 

     ( ・有    ・無   ) 

 

     (ご本人) 

            機関・団体名等                       

      住     所                       

                         (  ふ  り  が  な  ) 

      役職 ・ 氏名          ・            

 

 

(記入者名) 

            所属・職名等 

   所属・役職名                       

                     (  ふ  り  が  な  ) 

       氏        名          ・            

       連   絡   先                       


